
承諾書の提出省略について 

■ 承諾書とは 

契約の要件として、「契約者が、需要者に託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、
需要者が託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること」が規定されており、
契約申込み時に、承諾書を提出する必要があります。 （発電者にかかる承諾書の場合、需要者を発電
者と読み替えます） 

■ 承諾書の提出省略について 

上記の承諾書提出は契約者の実務負担が大きいことから、「承諾書の提出省略の取扱いに関する同意
書」を予め提出していただくことで、承諾書の提出を省略することができるルールを設けました。また、スイッチン
グ支援システムを使うには、事前に承諾書提出省略のお手続きをしていただく必要があります。 
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などについて、予め同意いただくことが省略の条件と
なります。 
詳細については、別紙の「承諾書の提出省略の取
扱いに関する同意書」をご確認願います。 

http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file1.htm

